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研究ノート

抄録：本稿は、戦後の日本において生起している「少子化」現象を、マクロな社会変動のなかに位置づけ直すた
め、近代家族において〈子ども〉のもつ意味の変容の諸相を、人口学・社会史学の研究成果を参照しつつ、明ら
かにするものである。その際、ウルリッヒ・ベックの「リスク社会」、アンソニー・ギデンズの「関係性の純粋
化」という二つの社会学的概念を援用し、家族における親子関係の情緒化・再帰化という傾向の発生を指摘する
ことで、「少子社会」の特質を摘出しようとする。
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はじめに
本稿はまず、現代日本における社会問題としての

「少子化」の歴史的経緯を概観した上で、その文明現
象としての側面を、人口学的・社会史的視座から検
討する。その上で、「少子社会」についての分析視角
として、ウルリッヒ・ベックの「リスク社会」、アン
ソニー・ギデンズの「関係性の純粋化」という二つ
の概念を援用し、家族関係の変化に伴う「子ども」
の意味づけの変容を描き出すことで、「少子社会」の
特質を摘出しようとするものである。なお、本稿の
原型は、大阪府立大学における市民講座「現代シス
テム科学域連続セミナー2021」の第６回において、
「最新の社会理論で読み解く「少子化」という新文
明」というタイトルで行われた、筆者による講演の
記録である（2021年10月16日。時節柄、オンライン
での講演となったが、聴講頂いた諸氏には心より感
謝申し上げたい）。
がんらい筆者は保育学を専攻する者であり、人口
学にも家族社会学にも共に素人である。その素人が

なぜ「少子化」を論じるという蛮勇を敢えてしよう
とするのかといえば、「保育」を社会システムの中に
おいて捉えるとき、「保育」を取り巻く大状況として
の「少子化」に対して何らかの視野を有しているこ
とが必要だと考えるからである。保育学は（ひいて
いえば教育学も）、時代状況の変化に即応すること
を要請されつづけてきた。それゆえにというべき
か、保育を取り巻く社会情勢は、とりわけ「変化」
するもの、さらに言えば「激変」するものと認識さ
れてきた。そこでいわれる「変化」「激変」とは、む
しろ望ましくない状態への転落と見なされる傾向が
あることは否定しがたい。しかしながら、「変化」、
「激変」といわれている状況の推移を、保育学研究者
（多くは保育者養成校教員と重なる）が、どのように
認識しているのか、と問われれば、その認識の水準
はきわめて低劣なものに留まっているというのが私
見である。個人的な回顧による郷愁に基づいて、安
直に「想像された過去」を理念化し、現代の社会情
勢を頽落として否定的にのみ捉えるような認識が、
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保育学言説の前提に置かれている現状は、容易に看
過することはできない。保育学における社会学的視
座の欠落は、保育士養成課程カリキュラムにも、心
理学的偏重という形で影を落としている。
本稿は、「少子化」を切り口にしながら、マクロな
社会状況を捉える〈保育学的視座〉を構築する試み
の一つであるといってよい。そのことは、〈市民教養
としての保育学〉の序章のデッサンを描く作業でも
あるはずである。

１．戦後日本における２度の「少子化」
「少子化」というワードは現在、広く人口に膾炙し
ている。2011年からの10年間で、「少子化」をタイ
トルに含む書籍が少なくとも115冊刊行されるな
ど、社会的な注目度はきわめて高いといえる。試み
に、朝日新聞（縮刷版）データベースで「少子化」
をキーワードとして検索すると、記事の初出は意外
に古く、1970（昭和45）年８月10日の「“老人国 ”

へまっしぐら　「少産少死」急テンポ　21世紀には
世界一に」というものであった。第二次ベビーブー
ムすら迎える前の半世紀以上前には、既に「少子化」
がマクロな社会問題であるという認識が存在してい
たのである。しかしながら、同データベースによれ
ば、その後20年間、「少子化」をテーマとした記事
は僅かに２本に留まっている。
「少子化」をテーマとする記事数が急増するのは
1993（平成５）年頃からである。少子化が社会問題
として認識されるエポックとなったのは、1989（平
成元）年のいわゆる「1.57ショック」である。合計
特殊出生率（後述）が、明治の国勢調査開始以降、
最低値を更新したという出来事であった。それを受
けて、政府が省庁の壁を超えて脱少子化政策を打ち
出す画期となったのが1994（平成６）年の「エンゼ
ルプラン」であった。エンゼルプランとは、当時の
文部・厚生・労働・建設の４大臣合意によって策定
された子育て支援10カ年計画の通称である。少子化
が与える子どもへの影響や社会経済など様々な分野
への影響を考慮したうえで、子育て支援が行政や企
業・地域を含めた社会全体の課題であると位置づけ
た、初の総合的な少子化対策・子育て支援策である
とされている。その提言は、（１）子育てと仕事の両
立支援の推進、（２）家庭における子育て支援、（３）

子育てのための住宅及び生活環境の整備、（４）ゆと
りある教育の実現と健全育成の推進という四つの基
軸においてまとめられる包括的なものであった。エ
ンゼルプランを引き継ぐ脱少子化政策は、その後も
連綿と継承されていくのだが（新エンゼルプラン
（2000年）、子ども・子育て応援プラン（2005年）、子
ども・子育てビジョン（2010年）などおおよそ５年
ごとに更新されてきた）、少子化に歯止めがかから
ぬまま「平成時代」に幕が引かれたことは周知のと
おりである。
対して、あまり知られていないことであるが、戦
後日本においては２度の「少子化」があった。１回
目の「少子化」は1950年代から60年代前半にかけて
生起した。高度成長期の前半と重なる時期の、この
「第一次少子化」のわずか10年で、合計特殊出生率
はおよそ４から２へと急落した。このことは、きょ
うだいの数の平均が、４～５人であったのが一気に
２人になったということである。この大きな家族規
模の変化を、「二人っ子革命」と呼ぶこともある。
この「第一次少子化」は、政府・民間の協同によ
る「人口抑制」運動の成果であった。つまり、出生
数を縮小させようという意図的な人口政策が原因
だったのである。敗戦直後から、人口増加の抑制を
意図する法整備が進められていた。1948（昭和23）
年の優生保護法においては人工妊娠中絶が合法化さ
れ、翌1949（昭和24）年の同法改正においては、「経
済的理由」による妊娠中絶が合法化されていた。
1955（昭和30）年の人工妊娠中絶件数は117万件を
超えていた。この時期における人工妊娠中絶の多さ
は、既婚女性が、「３人目以降の出産を諦める」とい
う選択によるものであった。夫婦からすれば、「少な
く産んで大切に育てる」という発想、人口学的なマ
ルサス主義を動機とする「少子化」であったのであ
る。
それに対して、２回目の「少子化」は、非政策的
な要因によって引き起こされている。この「第二次
少子化」は、1971（昭和46）年から74（昭和49）年
にかけての第二次ベビーブーム（いわゆる「団塊
ジュニア」の出生）以降、今日に至るまで半世紀に
わたって合計特殊出生率が一貫して低下している状
況を指す。合計特殊出生率とは、「一人の女性が、一
生に産む子供の平均数」を意味する人口統計学の用
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語である。人口維持には、約2.07の合計特殊出生率
が必要といわれる（人口置換水準）。第二次ベビー
ブームの直後、1970年代半ばには合計特殊出生率は
２を割り、緩やかに低落していった。前述した1989
（平成元）年には、合計特殊出生率が、丙

ひのえうま

午であった
1966（昭和41）年の合計特殊出生率1.58を割ったこ
とが「1.57ショック」として報じられ、社会問題化
した（丙午における出生の減少というのは、「丙午生
まれの女は気性が荒く、夫の命を縮める」などとい
う迷信に基づく人為的な産み控えによるものであっ
た）。
2009（平成21）年、2012（平成24）年の政権交代
を経ながらも、歴代政権が維持してきた少子化政策
も大勢を変えることはできず、2019（平成31・令和
元）年の合計特殊出生率は1.36に留まっている。
2000年代半ば以降、合計特殊出生率は微増する
も、出生数は低下し続けている。そもそも、出産可
能な年齢にある女性の母数自体が減少しているため
（2021年に満40歳を迎える1981（昭和56）年生まれ
の女性たちは、そもそも第二次ベビーブーム以降の
少子化が始まった時代に生まれたことになる）、合
計特殊出生率のわずかな上昇では、出生数を増加さ
せるには至らないのである。2020（令和２）年の出
生数は84万832人となり、減少の幅が拡大している
（2020年以降の複数年にわたるパンデミックは、出
生数のさらなる減少に拍車をかけることになるだろ
う）。
少子化を抑制すること、出生数の増加を図ること
は、政治的なウィングの左右に関わらず共有されて
いる「政策課題」である。右派からすれば、少子化
は「国力」を支える労働力としての国民の絶対数の
減少を意味するのであり、少子化は「国力の衰退」
そのものを意味する。左派からすれば、少子化は、
従来女性（母親）に過剰な献身を強いてきた育児負
担におけるジェンダー不平等の帰結であり、少子化
の進行は、日本社会における男女共同参画、ワーク
ライフバランスの不徹底の現れだとされる。左右の
両翼に共有されるのは、少子化は、近未来における
社会保障制度（とりわけ社会保険料）の担い手の減
少を意味するという問題意識であり、少子化は福祉
国家あるいは社会国家そのものの危機をもたらすと
いう焦燥感である。

２．文明現象としての少子化？
ただ、国際的に見れば、「少子化」は経済成長を遂
げ、社会保障が充実する福祉国家化が進展する中
で、普遍的に起こる現象ともいえる。「豊かさ」を達
成した近代（福祉）国家は、みな少子化を経験して
いる。というのも、福祉国家による社会保障制度が、
自分の子どもに老後や病後の生活不安を軽減しても
らうことを期待するというようなマインドを弱める
からである。将来のリスクヘッジを、自分の子ども
にではなく、制度化された社会保障に委ねることが
できるという信頼が広く行き渡れば、「親」からすれ
ば、自らの将来の生存のために、絶対に子どもを持
たなければならない、その数は多ければ多いほどよ
いという発想に立つ必然性がなくなるのである。福
祉国家の形成、社会国家の安定化は、「親」にとって
の子どもの意味の変容をもたらす。福祉国家・社会
国家が未成熟な段階であれば、親にとっての子ども
は、「稼ぎ手」であり、「生活の支え手」であった。
つまり、子どもは「生産財」と捉えられる。ところ
が、福祉国家・社会国家が安定化すると、将来にわ
たる生活のセイフティネットとしての子どもの位置
づけは弱まっていく。同時に、子どもは、親に満足
や喜び、楽しみを与えてくれる存在として意識され
るようになる。親は、子育てに資金と手間をかけ、
子どもの成長の喜びを享受しようとする。ここにお
ける子どもは、親にとっては「消費財」としての位
置づけが前面に出ているといえるだろう。
世界銀行は、各国の合計特殊出生率のランキング
を発表している。そのデータによれば、上位を占め
るのは発展途上国、特にアフリカ諸国である。2019
年の統計によれば、１位はニジェール（6.82）、２位
はソマリア（5.98）、３位はコンゴ民主共和国（5.82）
であり、以下マリ、チャド、アンゴラ、ブルンジ、
ナイジェリア、ガンビア、ブルキナファソと続くが、
上位10か国では、合計特殊出生率が５を大きく超え
る（日本は、202国中186位（1.36）。最下位は韓国
（0.92）である）。上位諸国の共通点として、国内情
勢の不安定さがある。内戦、政情不安（軍部による
クーデターの恐れ）など政治的な不安定さ、脆弱な
医療体制による感染症の蔓延や犯罪組織の暗躍によ
る薬物の蔓延など、脆弱な産業基盤のもたらす構造
的な貧困と結びついた治安の悪化に苦しめられてい
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る。これらの諸国では、「国家」、「政府」は、国民
に、将来の生活の安定に対する信頼を提供できてい
ない。国民からすれば、「安全保障」が国家によって
保障されない以上、支援を期待できるのは何より
「家族」だということになる。「家族」を増やすこと
は、将来にわたる安全を拡大することにほかならな
いと捉えられるだろう。これらの諸国民において、
合計特殊出生率の高さというのは、決して喜ばしい
数字ではないはずである。

３．〈子ども〉の意味変容
1960年、フランスの社会史家フィリップ・アリエ
スが、『〈子供〉の誕生』（フランス語の原題は『アン
シャン・レジーム期の子どもと家族生活』）という
大著を刊行した（邦訳の出版は1980年）。本書でア
リエスは、近世（前期近代）において、「子ども」の
発見があったとした。アリエスのいう「子ども」と
いうのは、当然概念区分としてのものである。つま
り、乳児期と若者の間に「子ども」期を見いだす視
線が、近世において生じたというのである。言い換
えれば、12世紀以前の中世ヨーロッパにおいては、
「子ども」を大人とは本質的に異質な存在として見
るまなざしが存在していなかったということであ
る。子どもに対する心的な姿勢、あるいは感性の発
生を、当時の日記や記録、絵画、碑銘など、多彩な
資料を縦横に用いて、アリエスは描き出そうとす
る。このような民衆が生活上有していた心的な姿勢
に着眼するアリエスの歴史学的方法は、「心性史」と
も呼ばれている。
アリエスによれば、「子ども」期の発見は、13世
紀から18世紀、多領域で漸進的になされる。その表
徴とされるのが、13世紀頃から、幼子イエスが宗教
画として描かれ始めることである。主に聖母子像の
中のイエスは、13世紀より以前は大人をそのまま小
さくしたようなプロポーションで描かれていたもの
の、徐々にふっくらと、むっちりとしたフォルムで、
大人とは違った姿に描かれるようになる。このよう
な、イエスを、大人とは相違する「子ども」として
描く画家の姿勢が現れてきたことの背景には、子ど
もを「愛すべき、庇護されるべき存在」として見る
「心性」が生じたことがあるとアリエスは考えた。
「近代になって初めて、子どもに対するかわいが

り、愛情の心性が生じた」というのがいわゆるアリ
エス・テーゼである。つまり、子どもを、大人とは
異なった独自の存在として見る視線は、歴史的に形
成されてきたものであり、普遍的なものではないと
いうのである。子どもに対するかわいがりの態度と
いうのは、子どもに対する保護の必要性、子どもの
内面に生じてくる欲望を沈静化させる必要性と結び
つく。
子どもは、固有の存在、「かけがえのない存在」と
見られるようになる。このような心性は、とりわけ
「母親」によって抱かれ始めたという。子どもが母親
によって、家族の中で保護され、かわいがられると
いうことは、子どもが地域共同体という社交的空間
から隔離されることと裏腹である。子どもは、家族
以外の大人との接触・交流の機会を喪失する。地域
共同体から家族が析出され、閉鎖的な私的空間とな
る（近代家族の誕生）。家族に子どもが囲い込まれる
ことは、親のみが教育の責任主体となることを意味
した（教育家族の成立）。教育家族としての近代家族
においては、夫婦関係よりも、親子関係が優先され
る。親子を軸とした家族関係は、情緒的な絆によっ
て結合されることが理想とされる。何より、家族は
「愛情」の場として観念されるようになる。最初は上
流階級で生まれたこの感情は、次第に中産階級・労
働者階級へも浸透してゆく。
日本においては、明治以降の近代化と歩調を揃え
るように、イエ制度が制度化された。明治民法
（1898（明治31）年）に基づくイエにおいては、嫡
出子・長子・男子が「戸主」として位置づけられる。
戸主としての子どもは、家業あるいは家名の「跡継
ぎ」であった。戦後、民法改正により公的制度とし
てのイエは廃止され、さらに高度成長期（1955～73
年）をエポックとして、「跡継ぎ」としての子どもの
意味づけは揺らいでいった。基幹産業が、農林水産
業としての第一次産業から、製造業である第二次産
業、サービス業である第三次産業へと遷移していく
産業構造の長期的かつ不可逆的な転換や、農村部か
ら都市部への若者の大量移動に伴う都市部における
小規模家族の増加は、子どもを「跡継ぎ」として見
るまなざしを弱めていく。そこでは、子どもは独立
した「個人」として見られるのであり、高度な教育
を受けることによって、給与労働者として熟達して
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いくことが期待されるようになる。家庭における子
育ては、子どもの人格や個性を重視する個別的な価
値によって行われるようになり、社会的・経済的な
価値よりも、子ども自身の希望や適性が重視される
ようになる。このような子どもにまつわる価値観の
転換は、子どもが、家族や、その延長としての国家
（家族国家）から、「個人」として析出され、自立し
ていくプロセスだったとみることができる。

４．リスク社会論における個人と婚姻
「少子化」の背景にある社会的文脈を考察するに
あたって、ある社会学理論、あるいは社会思想を導
入してみよう。それは、リスク社会論と呼ばれるも
のである。リスク社会とは、「人々の生活に豊かさを
もたらす産業技術の発展が、同時に、多様な「リス
ク」（人為的な行為によって生み出される危険）を生
み出す社会」と定義される。ここでは、リスク社会
論の先駆者であるドイツの社会学者ウルリッヒ・
ベックの考察を紹介したい。
ベックによれば、リスクには、次のような特筆す
べき性質がある。第一に、リスクは時・場所・階層
に無関係だということである。ベックの言い回しを
借用すれば、「光化学スモッグは民主的である」。第
二に、リスクは直接的には知覚できない。第三に、
リスクを認識すること自体は、個人の行動規範や準
則を即座にもたらすわけではない。「リスクは、何を
してはいけないかを教えるが、何をしたらよいかは
教えてくれない」（ベックほか 1997：24）。
均等性、知覚不能性、行動準則との無関連性を特
色とするリスクは、近代化により共同体が解体する
ことで、個人に直接分配されるという（リスクの個
人化）。ここでいう「個人化」とは、「確信できるも
のを欠いた状態のなかで、自己と他者にたいする新
たな確実性を見いだし、創造することを人びとが強
いられるだけでなく、工業社会の確実性の崩壊をも
意味している」（ベックほか 1997：32）。個人化す
るか、しないかは、個人の決定によるのではない。
個人の意思に関わりなく、いわば否応なしに個人化
されるのである。「個人化は、一人ひとりの自由な意
思決定にもとづいてはいない」（ベックほか 1997：
32）。
個人化を帰結させる近代化によってもたらされる

「社会発達の再帰性と統制不可能性は、地域や階級、
民族、政治、科学などの管轄範囲や境界を壊しなが
ら、個々のサブ領域を侵食していく」（ベックほか 

1997：26）。例えば、スリーマイル島やチェルノブ
イリ、福島で発生した原発事故、あるいは気候変動
は、階級、民族、政治的立場などの差異と無関係に
リスクを生じさせるのであり、そのリスクへと対処
し、コントロールするためには、政治的、経済的、
科学的といった、あらゆるリソースが混然となった
まま利用されることになる。そして、そのことは、
リスクの低減を帰結させるのではなく、むしろ逆の
結果を生む。「リスクを統制しようとする意図が一
般に浸透し、高まっていくと、結局のところリスク
の統制が不可能になる」（ベックほか 1997：17）。
つまり、人為的なリスクコントロールの試みは、む
しろリスクを拡散させるというのである。個々人
が、自らの判断で、いわば行き当たりばったりにリ
スクに対応しようとすることが、リスクを複雑化さ
せ、意図せずにリスクの増大を引き起こしてしまう
という皮肉な結果がもたらされる。
リスクの発生は、個人的な選択となった「結婚」
においても見いだされる。ベックは、結婚（婚姻）
が、「至上命題」ではなくなり、個々人が束縛される
規範をもたらさなくなったということを指摘してい
る。「かつては、地位にもとづく婚姻規則が、至上命
令（結婚が解消不可能なことや、母親としての義務
など）として支配していた」。「こうした規則は、行
為の許容範囲を束縛したが、同時にまた人びとが緊
密な関係をもつことを余儀なくしていった」。婚姻
がもたらす厳格な規範は、個人の行動の自由を奪う
と同時に、規範を共有する他者との紐帯を支えるも
のでもあったという。
それに対して、リスク社会における婚姻は、広く
共有された規範に基づくものではなく、むしろ「こ
のようにふるまうべきではない」という反面教師的
なモデルのみが提示される中でなされる自発的な契
約的行為となった。結婚をめぐって、何をしてはな
らないかというモデルは複数存在するが、このよう
にするべきであるという共有された単一の積極的な
モデルはもはや存在しない。「今日、モデルは何も存
在しないというよりも、数多くの、とりわけ否定的
なモデルが存在している」（ベックほか 1997：34）。
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今日の婚姻においては、全ての個人が「結婚生活
の内部においても外部においても、自分自身の生活
歴の主体であり立案者として、一貫して行動するこ
とを余儀なくしている」（ベックほか 1997：34）。
つまり自らが自らの生活主体であり、それ以外に統
制的主体は存在せず、それゆえに自らの主体的選
択・決定の責任（リスク）は全て個人としての自分
が負うことになる。結婚の失敗、子育ての失敗とい
うリスクも、全て個人が背負うことになり、外部、
あるいは他者への責任の転嫁は不可能となる。リス
クの宛先は、常に個人である。それゆえ、リスクに
対処する個人は、自分自身と向き合わざるを得な
い。リスク社会は、あらゆる個人に「自己との対決」
を求めてくるのである（ベックほか 1997：17）。
リスク社会化としての近代化の中で、「子ども」の
意味づけはどのように変化すると捉えられるだろう
か。それは、「リスク回避としての子ども」から、「子
育てというリスク」へ、と命題化することができる
ように思われる。子どもを育てることの意味、ある
いは子どもを持つことの意味は、外部から与えられ
るものではなく、自らが付与しなければならないも
のとなる。「こんなふうに子どもは育てるべきでは
ない」という反面教師的なモデル事例には事欠かな
い一方、では、「どのように育てればよいのか」、「ど
のように育てるべきなのか」という問いへの答えは
曖昧模糊としたままに残される。「この子を育てる
意味は何だろうか」、「この子は私にとってどのよう
な意味を持つ存在なのだろうか」という、子どもを
めぐる「自己との対決」は、親にとって不可避のも
のとなる。そして、それらの自問への答えは、親自
身が見つけ出すよりほかにないものである。

５．「純粋化」する夫婦・親子関係
英国の社会学者アンソニー・ギデンズも、ベック
と同様に、近代化の進行に伴って、中間的な共同体
が空洞化していき、対人関係が、純粋に個人間にお
ける繋がりとなってきたと指摘している。「かつて
人びとは、親族関係を、ジェンダーと同様、自然に
付与されたものと見なしていた。つまり、生物学的
きずなや婚姻によるきずながもたらす一連の権利義
務と見なしていた」（ギデンズ 1995：145）。やが
て、親族関係や結婚は、共同体から付与された義務

ではなく、個人の自由選択となる。つまり、結婚は、
個人が「したいからする」ものとなる。個人が「し
たくない」と感じたならば、それに反して結婚を強
要する外在的な要因は存在しなくなるか、存在した
としても、それに対して抗うことが可能になる。個
人による選択としての結婚は、この段階では、何か
の「手段」であることを止める。結婚は、それ以外
の目的を有さなくなる。結婚は、何か・誰かのため
にする／させられるものではなくなる（「政略結婚」
という言葉は死語となる）。日本においては、1965
（昭和40）年を境として、お見合い結婚と恋愛結婚
の比率が並び、それ以後、お見合い結婚の比率は一
貫して低下し続け、2015（平成27）年には恋愛結婚
の比率は87.7％に達し、お見合い結婚の5.5％を圧倒
している（厚生労働省「出生動向基本調査」）。昭和
10年代には、お見合い結婚が７割を占め、恋愛結婚
が１割程度でしかなかったことを考えれば、激変と
いえる。いうまでもなく、お見合い結婚は、結婚す
る両性以外の他者が介在するという点で他律的であ
るのに対し、恋愛結婚は、結婚する両性の自由意志
に基づく結婚の形態である。
結婚・婚姻が、何ごとかの手段や、何ごとかの目
的でなくなったとすれば、結婚・婚姻は、純粋に個
人と個人の選択によって行なわれる自律的な行為と
なる。そのことは、結婚・婚姻の心理的価値を高め
るだろう。なぜなら、ある夫婦の結婚・婚姻は、当
人が共に結婚・婚姻したいということだけ
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を動機と
してなされるもの、純粋な愛情のみを契機としてな
されるものと見なされるからである。「したいから
する」、それ以外にする理由のない結婚・婚姻は、結
婚・婚姻それ自体が尊いものとなる。それゆえに、
結婚・婚姻の動機は、それ自体に源を持つと見なさ
れるようになる。結婚・婚姻そのものからもたらさ
れる価値、あるいは意義のみが追求される。言い方
を変えれば、結婚・婚姻は自己目的化する。
自己目的化した結婚・婚姻の核は、「ロマン
ティック・ラブ」にあるとされる。「ロマンティッ
ク・ラブ」とは、「自分がすべての面で一体化できる
人間はこの世にひとりしかいない、という観念」
（ショーター 1987）であり、すこぶる情緒的な理念
である。同時に、「この世にひとりしかいない」相手
と結ばれるべきである、とする点で、強固な倫理的
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意識でもある。ロマンティック・ラブの成立は、相
手に「自己投影的同一化」ができるか否かにかかっ
ている（ギデンズ 1995：94）。「ロマンティック・
ラブは、自己への問いかけをある程度想定してい
る。自分は相手のことをどう思っているのだろう
か？　相手は自分のことをどう思っているのだろう
か？　二人の思いは、長期に及ぶ親密な関係を十分
支えられるほど「心底深い」ものだろうか？」（ギデ
ンズ 1995：71f.）。「愛」は、際限の無い自問自答を
個人に求める。このような果てしない自己への問い
かけこそ、ベックによって「自己との対決」と呼ば
れていたものであろう。愛の基盤が常に自分の中に
あることを、互いに確認し続けなければならない愛
というのは、愛しているから愛する、愛したいから
愛する、としか表現しようがない再帰的な関係性を
帰結させる。
このような、自己目的化・再帰化した関係性を、
ギデンズは「純粋な関係性」と呼ぶ。「純粋な関係性
とは、社会関係を結ぶというそれだけの目的のため
に、つまり、互いに相手との結びつきを保つことか
ら得られるもののために社会関係を結び、さらに相
手との結びつきを続けたいと思う十分な満足感を互
いの関係が生みだしていると見なす限りにおいて関
係を続けていく、そうした状況を指している」（ギデ
ンズ 1995：90）。自己目的化した「純粋な関係性」
においては、関係を形成し維持する唯一の動機は、
互いに感じる「満足感」のみとなる。互いに互いの
「満足感」を高めていくためには、自発的かつ不断の
努力が必要となるだろう。「純粋な関係性は、相手に
たいする自己投入（コミットメント）を中心に展開
する」のであり、「自己投入を生みだし、共有の歴史
をつくり出すためには、一人ひとりが相手のために
尽くしていく必要がある」（ギデンズ 1995：204）。
相互的な献身こそが、「共有の歴史」としての「純粋
な関係性」の履歴を書き加えていくことになるので
ある。
純粋な関係性においては、絆そのものが心理化・
情緒化しているということは、日本においてもみら
れる。例えば、20代・30代の未婚男女の挙げる「結
婚相手に求める条件」の上位３項目は、「一緒にいて
楽しいこと」、「一緒にいて気を使わないこと」、「価
値観が近いこと」であり、これら３項目は男女いず

れにおいても上位３位までを占め、経済力や容姿、
年齢、親の同意といった項目を圧倒している（内閣
府「家庭形成と結婚に関する意識調査」）。「楽しい」
とか「気持ちが楽である」というのが、心理的・情
緒的条件であることは指摘するまでもないことであ
ろう。
純粋な関係性は、その純粋さゆえに脆弱である。

「純粋な関係性の示す特徴のひとつは、いつの時点
においてもいずれか一方のほぼ思うままに関係を終
わらすことができる点にある」（ギデンズ 1995：
204f.）。相互性、対称性（平等性）を特徴とする純
粋な関係性は、そのことのゆえに、どちらか一方が
関係性継続の意思を喪失した時点で（突如として）
終わりを迎える。純粋な関係性は、絶え間ないコ
ミットメントを求めてくるものであるから、「無条
件で相手に自己投入していく人は誰でもみな、かり
に万一関係が解消した場合に、将来きわめて大きな
精神的打撃というリスクを冒すことになる」（ギデ
ンズ 1995：205）。精神的なコミットメントを間断
なく求められてくる以上、関係の破綻は、精神的な
打撃をもたらすのは当然のことである。
つねに潜在的な破綻のリスクにさらされながら
も、あるいはそれゆえに、「純粋な関係性では、信頼
感は外部からの支えをまったく欠いているため、人
びとは、親密な交わりをもとに信頼を育んでいく必
要がある。信頼とは、相手の人間を信用するだけで
なく、相互のきずなが、将来生じうる精神的打撃に
耐えうる力をもつ点を信用していくことでもある」
（ギデンズ 1995：206）。純粋な関係性を支える「信
頼」は、「人格化された関係状況のなかで、相手に自
分の「心を開くこと」によってのみ確立できる」（ギ
デンズ 1993：154）。純粋な関係性を支える唯一の
基盤といってよい「信頼」は、自己開示を契機とし
て形成される。自己開示のためには、それに先立っ
て自己理解が必要であり、それを自己表現するスキ
ルと意欲も要請されるだろう。
ギデンズ自身は明示的には述べていないが、婚姻
の純粋化は、婚姻の結果としての子育て、親子関係
にも同様の結果をもたらすだろう。親子関係の純粋
化とは、子どもを産むこと、育てることの意味や価
値が、外在的な要因によって規定されるのではな
く、親の個人的な判断に基づいて決められるという
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ことを意味する。子どもは、もはや何らかの目標を
実現することが期待される手段なのではなく、子ど
もと関係性を維持することそのものに価値を見いだ
される存在となる。ギデンズの言葉を借りれば、親
子関係は、特に親に抱かれる「満足感」を動機とし
て維持される、情緒的・心理的な結合として捉えら
れるようになる。子どもを産み育てることそれ自体
が、自己目的化している。「子ども時代が純粋な関係
性の世界の影響をまったく受けずにいると考えるの
は、確かに誤りである。母性という概念の社会的創
案は、母親が子どもとの間に、情愛にみちた関係性
を、つまり、子どもの欲求をとりわけ重要視する情
愛にみちた関係性を育むべきであるという考え方の
先触れとなり、またそうした考え方を具体化させて
いったのである」（ギデンズ 1995：148）。親子の
「情愛にみちた関係性」は、子どもの欲求を充足しよ
うとする、親の応答的・援助的な態度を規範化して
いった。
日本においては、子どもを持ちたい理由は、子ど
もから得られる「満足感」という形で心理化・情緒
化している。「子どもが欲しい理由」を尋ねた調査で
は、「子どもがいると生活が楽しくなる」が男女とも
に７割に迫っている（内閣府「家庭形成と結婚に関
する意識調査」）。子どもがもたらしてくれる「楽し
さ」が、子ども・子育てに期待されていることが分
かる。逆にいえば、子育ては「楽しくなさそうだ」
あるいは「楽しめなさそうだ」という予期を抱く個
人は、「子どもを持たない」という選択に傾斜すると
いうことである。そしてその選択を、外在的なイン
センティブのみによって変更させることはほとんど
不可能である。
現在の段階においては、ギデンズを参照しなが
ら、そこからの示唆という形でしかないが、近代に
おける「関係性の純粋化」というテーゼは、夫婦間
においてだけでなく、親子間においても当てはまる
ように思われる。関係性の自己目的化と情緒化、関
係の対称性など、多くの特質を、夫婦関係と親子関
係は共有している。「愛」と「満足感」を規範化する
関係性は、それゆえに脆く、関係性の維持のために

は不断の努力が求められる。
「関係性の純粋化」は、近代化の不可避の帰結なの
だから、それに抗おうとすることは徒労に終わるだ
ろう。私たちに求められるのは、純粋な関係性の渦
の中に併呑されきってしまわないため、関係性をマ
ネジメントしつつ、自律性の領野を守る知恵なので
あり、美化された過去への回顧でもなければ、戯画
化された現在への冷笑でもないはずである。
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